
※子ども・子育て支援法

（仮称）
　ピノキオ幼児舎
　　HARUMI保育園
※認証保育所から認可保育所へ移行

保育所
晴海2-1-40

晴海ﾌﾟﾗｲﾑｽｸｴｱ1階

（株）ピノー
コーポレー
ション

50

確認対象施設の利用定員一覧

　区が特定教育・保育施設（幼稚園・保育所・認定こども園）及び特定地域型保育事業の運営事業者等に給
付費（委託費）の支給を行うための確認を行うにあたり、これらの施設・事業の利用定員を定めようとする
ときは、あらかじめ子ども・子育て会議において意見を聴くことが規定されています。（子ども・子育て支
援法第31条第２項及び第43条第２項）
　令和８年４月開設予定の特定教育・保育施設の利用定員は次のとおりです。

施設の状況

設置者名称
認可・
認定
定員数

当該確認
に係る
事業開始
予定年月日

利用定員

１号
認定

２号認定

３号認定

施設名
施設
種別

所在地
- ３歳

令和8年
4月1日

0

計
満1歳
未満

満1歳
以上

４歳 ５歳

令和8年
4月1日

0 10 10 10 0 10 10 50

さくらさくみらい晴海

※増床による定員拡大

保育所
晴海2-5-24

晴海ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1階
（株）さくら
さくみらい

62 12 6 10 10

- １歳 ２歳

20 112

　第31条第２項：市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、
　　　　　　　　あらかじめ、第77条第１項（市町村等における合議制の機関）の審議会その他の合議制の
　　　　　　　　機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者
　　　　　　　　その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない｡

　第43条第２項：市町村長は、前項の規定により特定地域型保育事業の利用定員を定めようとするときは、
　　　　　　　　あらかじめ、第77条第１項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあっては
　　　　　　　　その意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当
　　　　　　　　事者の意見を聴かなければならない。

62

計 112 － 0 22 22 22 6 20

12 12

資料 ３－１



１歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計
10名 10名 10名 10名 10名 50名

(仮称)ピノキオ幼児舎HARUMI保育園

４歳児室
(有効：23.05ｍ2)

(有効：21.90ｍ2)

２歳児室

３歳児室

(有効：21.83ｍ2)

１歳児室
(有効：35.74ｍ2)

可動間仕切り

収納

更衣室
幼児用トイレ

廊下(ホール) 幼児用トイレ

保育士室

廊下ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ

調理員
休憩室

前室 検収室

調理室

事務室
(案内所)

収納

汚物
処理室

幼児用トイレ

収納
収納

収納

５歳児室
(有効：22.19ｍ2)

エントランス
面談室

収納風除室

ﾜｺﾞﾝ

保育所出入口 避難用出口

避難用出口
１F

PS

PS PS



さくらさくみらい　晴海

倉

庫

休憩室

園児用トイレ 事務室兼医務室

玄関

避難用出入口

既存出入口

休憩室前室

2歳児保育室

（有効面積20.29㎡）

1歳児保育室 0歳児保育室

（有効面積19.88㎡）

調乳室
前室

収

納

厨房

3歳児保育室

（有効26.31㎡）

玄関

廊下

4歳児保育室

（有効25.87㎡）

5歳児保育室

（有効25.89㎡）

園児用トイレ

倉

庫

厨房前室 前室5歳収納

4歳収納

電気設備スペース

避難用出入口

厨房

トイレ

厨房

前室

既存出入口

2

歳

（有効面積30.60㎡）

1

歳収

納

0

歳収

納

職員WC

3歳収納

10名 10名

3歳児 4歳児 5歳児 合計

12名 12名 12名 62名6名

0歳児 1歳児 2歳児


